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　宇城市では公共水域等の水質汚濁を防止する目的
で合併処理浄化槽を設置した人に補助金を交付しま
す。
　平成19年度中に設置する人は、早めにお申し込み
ください。また、補助金の交付は設置竣工検査終了
後になります。

■ 交付対象
　公共下水道、特定環境保全公共下水道、流域下水
道の認可計画区域外に設置する人および農業集落排
水区域外にする人で、単独処理浄化槽、汲み取り便
槽から合併処理浄化槽に変更する人、新築の家に設
置する人

■ 交付基準（平成19年度）

　　・問　宇城市松橋町東松崎701-1
　　　(松橋不知火浄水管理センター内)
　　　下水道施設課管理係　☎32-1020
 

生ごみ処理容器等設置補助金
　市内に住所を有し、ごみ減量化のために生ごみ処理機を購入して設置する世帯を対象に、
補助金を交付します。ただし、業務用は補助の対象外です。

▼生ごみ処理容器
      申込方法　市役所で直接購入してください(価格は、定価の約2分の１の価格です)。

コンポスト
3,000円(1世帯1個まで)

生ごみ処理バケツ(EMぼかし用)
990円(1世帯2個まで)

 水切りバケツ
990円(1世帯1個まで)

▼生ごみ処理機（生ごみを分解または乾燥して、ごみを堆肥化および減量化する電気製品)
　　申込方法　機器を購入する前に、印鑑を持参の上、環境衛生課または各支所総合窓口課でお申し込

みください。その後、公開抽選で補助対象者を決定します。抽選は７月10日(火)午後１
時30分から、市役所新館1階第２会議室で行ないます。

　　補助金額　本体価格の2分の１(上限額は2万円)
　　補助基数　10基
　　受付期間　６月11日(月)～29日(金)
  (土、日は除きます)
　　注意事項　申し込みは１世帯１台限りです。
  代理での申し込みはできません。
  電話での申し込みは受け付けません。
  抽選の結果は後日通知します。
  当選権利は本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。
  当選後に補助金を交付します。その際、領収書と品質保証書の写
  しが必要です。

  問 環境衛生課生活衛生係　☎32-1111

交付基数枠 補助限度額

5人槽 70基 332,000円/基

7人槽 80基 414,000円/基

10人槽 3基 548,000円/基

合併処理浄化槽設置補助金

　急速な少子化の進行状況を踏まえ、若い子育て世帯などの経済的負担の軽減を図るために、3歳未
満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額を下記のとおり変更しました。

  ◆拡充内容◆
 ★3歳未満の子どもの養育者 
 　第1子、第2子 月額  5,000円 ⇒ 月額10,000円(5,000円増)
 　第3子以降 月額10,000円 ⇒ 月額10,000円(現行どおり)
 ★3歳以上の子どもの養育者 
 　第1子、第2子 月額 5,000円 ⇒ 月額 5,000円(現行どおり)
 　第3子以降  月額10,000円 ⇒ 月額10,000円(現行どおり)

  ◆開始日◆
 平成19年4月1日(拡充後の最初の支給月は、平成19年6月です)
 ※今回の改正では、特別な手続きは必要ありません。
 ※平成19年4月から3歳未満時の児童手当の額は一律月額1万円となりますが、3歳到達後の翌月か
らは第1子および第2子の額は5千円となります。

◇児童手当の現況届はお済みですか?
 　市では、児童手当の現況届の受け付けを行います。現在児童手当を受給している人は、市役所から送付され
た現況届用紙に必要事項を記入の上、必要な書類を添えて、６月30日までに手続きを行ってください。

 　現況届は、受給者の所得や子どもの養育状況を確認するために必要なものです。届け出がないと６月分以降
の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。また、これまで所得制限などで児童手当および特例給付  
を受けられなかった人や未請求で該当すると思われる人はお問い合わせください。なお、官公庁などに勤めて
いる人は、勤務先で手続きをしてください。

■支給対象
 　児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校終了前の児童)を養育している人に
支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得が一定額を越えている場合
は支給されません。

■支給時期
 児童手当は、原則として毎年2月(10月～1月分)、
 6月(2月～5月分)、10月(6月～9月分)に支給されます。
■現況届に必要な添付書類
 ●請求者本人の健康保険被保険者証の写し
 　(請求者が被用者(サラリーマン等)の場合)
 ●平成19年度児童手当用所得証明書(平成19年1月1
　日現在に宇城市に住所がなかった場合)

 ●請求者本人の振り込み先の分かるもの(郵便局以外)
 ●このほか、世帯の状況などにより別途書類が必要
　　となる場合があります。
■提出先　　こども福祉課および各支所健康福祉係
   　　　(松合出張所でも受け付けます)
■提出期限　6月29日(金)まで

問　こども福祉課子育て支援係　　☎32-1111
　　各支所健康福祉係　三角支所　☎53-1111　不知火支所　☎33-1111
   　小川支所　☎43-1111　豊野支所　　☎45-1111

4月1日から児童手当制度が拡充されました

　申

▼平成19年度所得制限限度額表▼

扶養親族等数 自営業者
(国民年金加入者 )

サラリーマン
 ( 厚生年金等加入者 )

0 人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人 612万円 684万円
5人 650万円 722万円

注 ) 老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、
　　1人につき 6万円を加算します。


